
 資 料 １ 

   西東京市個人情報保護審議会傍聴要領 

第１ 趣旨 

  この要領は、西東京市個人情報保護審議会会議(以下｢会議｣という。)の傍聴につい

て必要な事項を定めるものとする。 

第２ 傍聴の手続 

  会議を傍聴しようとする者は、傍聴券（別記様式）の交付を受けて入場し、係員の

指示に従わなければならない。 

第３ 傍聴人の人数 

  会議の傍聴人の人数は、会議会場の広さ等を勘案して会長が定める。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、会議の傍聴の人数を制限することができる。 

第４ 傍聴できない者 

  次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 

 (1) 凶器その他危険なものを所持している者 

 (2) 会議の妨害となる器物等を携帯している者 

 (3) 酒気を帯びていると認められる者 

 (4) テープレコーダー、カメラ、ビデオカメラ等を携帯している者。ただし、第６の

規定により撮影又は録音することにつき、会長の許可を得た者を除く。 

 (5) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者 

第５ 傍聴人の守るべき事項 

  傍聴人は、次の事項を守らなければならない。 

(1) 会議における発言に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。 

(3) はち巻、腕章、たすきの類を着用する等示威的行為をしないこと。 

(4) 飲食及び喫煙をしないこと。 

(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

(6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。 

第６ 撮影等の許可 

  傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会

長の許可を得た場合は、この限りでない。 

第７ 職員の指示 

  傍聴人は、傍聴する際には職員の指示に従わなければならない。 

第８ 傍聴人の退場 

  傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならな

い。 

第９ 違反に対する措置 

  傍聴人がこの要領に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないと

きは、これを退場させることができる。 

第10 委任 



  この要領に定めるもののほか傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

   附 則 

 この要領は、令和５年８月  日から施行する。 



別記様式（第２関係） 
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（裏） 
 

傍 聴 人 の 心 得                

 

（傍聴の禁止） 

１ 次に該当する者は、傍聴できません。 

    (1) 凶器その他危険なものを所持している者 

    (2) 会議の妨害となる器物等を携帯している者 

    (3) 酒気を帯びていると認められる者 

    (4) テープレコーダー、カメラ、ビデオカメラ等を携帯 

している者。ただし、第６の規定により撮影 

又は録音することにつき、会長の許可を得た 

者を除く。 

    (5) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者 

（遵守事項）  

２ 傍聴人は、次のことを守ってください。 

   (1) 会議における発言に対して拍手その他の方法により公然 

    と可否を表明しないこと。 

   (2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。 

   (3) はち巻、腕章、たすきの類を着用する等示威的行為をしな 

    いこと。 

   (4) 飲食及び喫煙をしないこと。 

   (5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

   (6) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為 

    をしないこと。 

 


